
 

八 潮 監 告 示 第 ２ 号  

地 方 自 治 法 第 １ ９ ９ 条 第 １ ２ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 八 潮 市

長 及 び 八 潮 市 教 育 委 員 会 教 育 長 か ら 平 成 ３ ０ 年 度 定 期 監 査

（ 平 成 ３ ０ 年 度 前 期 分 ） の 結 果 に 係 る 措 置 状 況 の 報 告 が あ

っ た た め 、 別 紙 の と お り 公 表 す る 。  

 

 

平 成 ３ １ 年 １ 月 ２ ８ 日  

 

 

八 潮 市 監 査 委 員   原      寿  基    

八 潮 市 監 査 委 員  服  部  清  二    



 

八潮総収第８８３号 

平成３１年１月２１日 

 

 八潮市監査委員 原   寿 基 様 

 八潮市監査委員 服 部 清 二 様 

 

 

     八潮市長 大 山  忍 

 

 

   平成３０年度定期監査（平成３０年度前期分）の指摘事項に 

ついて（通知） 

 平成３０年１２月２１日付け八潮監発第１０５号により提出された平成３

０年度定期監査（平成３０年度前期分）の指摘事項について、下記のとおり

措置を講じたので、地方自治法第１９９条第１２項の規定に基づき通知しま

す。 

 

記 

１ 指摘事項 

（１）歳出関係 

・職員の旅費において、日当の請求誤りにより、支給額を誤っている

ものが認められた。（納税課） 

・職員の旅費において、支出伝票の作成誤りにより、支給額を誤って

いるものが認められた。（総務人事課） 

 

（２）契約関係 

・業務委託契約書第３条により一括再委託の禁止を定めているが、受

注者の責任において再委託をする旨の文書が受注者より提出されてい

るものが認められた。（駅前出張所） 

・契約締結前に、デザインの校正を受注者と行っているものが認めら

れた。（交通防犯課） 

 

（３）臨時職員等関係 

①臨時職員の賃金について 

・賃金の支出において、出勤簿の集計誤りにより、支給額を誤ってい

るものが認められた。（リサイクルプラザ） 



 

・賃金の支出において、年次有給休暇の付与漏れにより、支給額を誤

っているものが認められた。（道路治水課） 

②非常勤特別職の費用弁償について 

・出勤簿の記入誤りにより、支給額を誤っているものが認められた。

（総務人事課） 

 

 ２ 措置内容 

  別紙「平成３０年度定期監査（平成３０年度前期分）措置事項報告書」

のとおり



 

平成３０年度定期監査（平成３０年度前期分）措置事項報告書 

 

指摘事項 措置状況 

（１）歳出関係 

・職員の旅費において、日当の請

求誤りにより、支給額を誤ってい

るものが認められた。 

 

 

 

 

 

 

 

・職員の旅費において、支出伝

票の作成誤りにより、支給額を

誤っているものが認められた。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日当の請求誤りにつきまし

ては、対象職員へ説明のうえ、

平成３０年１０月１９日に不

足額を支給しました。 

今後は、日当金額を確認し出

張命令票を作成するよう周知

するとともに、確認体制の強化

に努めてまいります。  

（納税課） 

 

総務人事課において参加を

依頼する研修について、参加し

た職員から提出された出張命

令票の内容を確認したところ、

旅費について金額の誤りが確

認されました。 

そのため、その職員に対して

金額を修正するよう依頼し、改

めて提出を受けましたが、この

修正を見え消しで対応したた

め、修正した金額が見にくくな

り、そのため担当者が金額を見

誤り、伝票作成時に金額の入力

を誤ってしまいました。 

 

今後は、修正がある場合には

見え消しでの修正ではなく、出

張命令票を改めて作成し直し



 

 

 

 

 

 

 

 

（２）契約関係 

・業務委託契約書第３条により一

括再委託等の禁止を定めている

が、受注者の責任において再委託

をする旨の文書が受注者より提

出されているものが認められた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・契約締結前に、デザインの校正

を受注者と行っているものが認

められた。 

 

 

 

 

 

 

て対応するものとします。 

また伝票の決裁時など、改め

て確認を行う等チェック体制

の強化にも努めてまいります。 

（総務人事課） 

 

 

 

受注者が業務の一部を第三

者に委託するため「委託業務に

関する別記事項」を発注者（市）

が提出させたものであります。 

なお、受注者から提出された

「委託業務に関する別記事項」

について、発注者（市）として

承認（意思決定）を行っていな

かったため、業務委託契約書第

３条第２項の承認をしました。 

今後につきましては、受注者

のみで業務を実施できるか協

議を行います。 

（駅前出張所） 

 

デザインが特注であったこ

とから、受注できるかどうかを

業者に確認するため、デザイン

のイメージを送付したところ、

契約前にもかかわらず、デザイ

ンの校正依頼が業者からあり

ました。 

そのため、急ぎ手続きを進め

ておりましたが、業者側は、契



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）臨時職員等関係 

①臨時職員の賃金について 

・賃金の支出において、出勤簿の

集計誤りにより、支給額を誤って

いるものが認められた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・賃金の支出において、年次有給

約締結できなくてもかまわな

いので、校正をしてほしいとの

依頼があったことから、日付け

が前後したものです。 

今後は、このような事態とな

らないよう、契約手続きの不備

に至った経緯を職員に説明し、

再発防止として契約手順を再

確認しました。 

また、契約締結前に業者に連

絡しないよう徹底しました。 

（交通防犯課） 

 

 

 

臨時職員の６月賃金につい

て出勤簿と欠勤届との突合が

漏れたため、平成３０年７月１

３日に誤って 6,650円多く支出

したものです。 

過支出分の賃金（6,650 円）

については、臨時職員に経緯を

説明の上、平成３０年１２月１

７日に戻入しました。 

今後は、臨時職員賃金支出事

務にあたり、出勤簿、有給休暇

簿、欠勤届の確認を徹底すると

ともにチェック体制の強化に

努めてまいります。 

（リサイクルプラザ） 

 

有給休暇取得分の賃金支給



 

休暇の付与漏れにより、支給額を

誤っているものが認められた。      

 

 

 

 

 

 

 

②非常勤特別職の費用弁償につ

いて 

・出勤簿の記入誤りにより、支給

額を誤っているものが認められ

た。 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

漏れについては、対象職員へ説

明のうえ、平成３０年１１月１

５日に支給しました。 

今後は、「八潮市臨時職員の

年次有給休暇マニュアル」を確

認するとともにチェック体制

の強化に努めてまいります。 

（道路治水課） 

 

 

 

総務人事課の担当職員が作

成した出勤簿について、週休日

を誤って記載してしまい、その

ため出勤した日数に差が生じ、

費用弁償の支給誤りが発生し

ました。 

今後は、出勤簿の作成時に担

当者以外にも確認を行うなど

して、確認を厳重に行うよう努

めます。 

（総務人事課） 

 



 

八潮教総収第８１１号 

                         平 成 ３ １ 年 １ 月 １ ８ 日 

 

 

八潮市監査委員  原  寿基 様 

八潮市監査委員  服部 清二 様 

 

 

                        八潮市教育委員会 

                        教育長 石 黒 貢 

 

 

   平成３０年度定期監査(平成３０年度前期分)の指摘事項について(通知) 

 

平成３０年１２月２１日付け八潮監発第１０５号により提出された平成３０

年度定期監査の指摘事項について、下記のとおり措置を講じたので、地方自治法

第１９９条第１２項の規定に基づき通知します。 

 

記 

 

１指摘事項 

（１）契約関係について 

    契約締結前に、受注者に仮予約を行っているものが認められた。（教

育総務課） 

    見積書徴取業者の選定、仕様書の内容、契約締結後の進行管理が不十

分であったため、最終的に受注者から作業不能届が提出され契約解

除となったものが認められた（図書館） 

（２）臨時職員の賃金について 

    賃金の支出において、時間外勤務における割増賃金の計算漏れによ

り、支給額を誤っているものが認められた。（公民館） 

 

２措置内容 

別紙「平成３０年度定期監査（平成３０年度前期分）措置事項報告書」のと

おり



 

平成３０年度定期監査（平成３０年度前期分）措置事項報告書 

 

指摘事項 措置状況 

 契約締結前に、受注者に仮予約

を行っているものが認められた。

（教育総務課） 

 

 

 

 

 

 

 

見積書徴取業者の選定、仕様書

の内容、契約締結後の進行管理が

不十分であったため、最終的に受

注者から作業不能届が提出され

契約解除となったものが認めら

れた（図書館） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各学校の吹奏楽担当教諭に

は、楽器運搬は、契約金額が規

定により２社以上から見積も

りを徴し、見積合わせが必要で

あり、契約決定業者でないと運

搬依頼が出来ない事を説明し

ました。また、楽器運搬の予約

が必要な時は、教育総務課に相

談するよう指導いたしました。 

 

 受注者から作業不能届が提

出され契約解除となった原因

につきましては、履行できる業

者の選定、仕様書の詳細な内容

の記載、受注者に対する契約締

結後の進行管理が不十分であ

ったことによるものです。 

 至急、修繕を実施するため、

契約解除直後に、再度別の業者

を選定して契約締結し、修繕を

完了させました。 

 今後につきましては、契約を

発注する際、見積書徴取業者の

選定において、実績の調査等を

十分行うとともに、仕様書につ

いても、十分な検討のもとに作

成します。 

 また、期間内に契約を履行で

きるよう、契約締結後、必要に



 

 

 

 

 

 

賃金の支出において、時間外勤

務における割増賃金の計算漏れ

により、支給額を誤っているもの

が認められた。（公民館） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

応じて工程表を活用し進行管

理を係内で共有し、契約履行完

了まで管理を継続することで、

再発防止に努めます。 

 

 賃金の支給額の誤りが生じ

た原因につきましては、原則時

間外勤務はさせないところ臨

時に勤務することになってし

まいました。時間外勤務命令簿

を作成していなかったため時

間外勤務を把握できず支払い

が漏れてしまいました。 

 今回の支給額の誤りにつき

ましては、再度、出勤簿の確認

を行った上で、時間外勤務命令

簿を作成し記入して貰い、１２

月１日に適正な処理を行いま

した。 

 今後につきましては、時間外

勤務にならないよう注意し、改

めて「八潮市臨時職員の任用、

勤務条件等に関する条例」につ

いて、係内職員に徹底するとと

もに、複数の職員により十分な

確認を行い、再発防止に努めま

す。 

 

 

 

 

 


